
介護予防・日常生活支援総合事業

について

羽咋市



本日の内容

１ 羽咋市の実態

２ 羽咋市が実施するサービス事業について

３ 必要となる事務

４ 質疑応答



１ 羽咋市の実態１ 羽咋市の実態



羽咋市の現状

• 要介護認定者数 1,565人 →9年後1.2倍

• 65歳以上高齢者うち、要介護（支援）認定者は、

19.2％ （5人に１人）→9年後23％（４人に１人）

• 介護保険料１人月額５，７００円（平均） →９年後1.5倍

現在（平成２８年）

人口 ２２，４６９人

65歳以上人口 ８，１４３人

75歳以上人口 ４，１１４人

要介護認定者 １，５６５人

保険給付費 ２４億円

介護保険料（月額） ５，７００円

９年後（平成３７年）

１８，６７１人

７，９２９人

４，９２９人

１，８２８人

３５億円

８，６００円



①65歳以上の高齢者は2,020年には8,180人となりピークを迎える予測。

②75歳以上の高齢者は2,030年に5,039人となりピークを迎えると予測。

③社会保障の担い手となる20歳～64歳人口は年々減少していき、2,040年には5,868人

となり、2,010年（12,269人）の半分以下となると予測。

≪1980年≫

「胴上げ型」

≪2010年≫

「騎馬戦型」

＞＜

≪2025年≫

「肩車型」

高齢者が長く社会で活

躍できる環境づくり

今後、急速に高齢化が進み、「1人の若者が1人以上の高齢者を支える」という厳しい

社会が訪れることが予測されます。

「肩車型」社会へ

65歳以上1人に対し

20歳～64歳は4.6人

65歳以上1人に対し

20歳～64歳は1.7人

65歳以上1人に対し

20歳～64歳は1.1人

社会保障改革により

支え手を増やす必要

がある。

1980年 2010年 2015年 2020年 2025年 2030年 2035年 2040年

16,417人 12,269人 10,457人 9,318人 8,497人 7,714人 6,901人 5,868人

57.0% 53.3% 48.4% 46.2% 45.5% 45.0% 44.3% 41.8%

3,567人 7,105人 7,965人 8,180人 7,929人 7,487人 7,014人 6,702人

12.4% 30.8% 36.9% 40.5% 42.5% 43.7% 45.1% 47.8%

1,192人 3,733人 3,977人 4,346人 4,981人 5,039人 4,720人 4,272人

4.1% 16.2% 18.4% 21.5% 26.7% 29.4% 30.3% 30.5%

28,784人 23,032人 21,589人 20,181人 18,671人 17,123人 15,565人 14,024人

20歳～64歳人口（割合）

65歳以上高齢者人口（割合）

75歳以上高齢者人口（割合）

　総　数



地域包括ケアシステム地域包括ケアシステム

（背景）

平成37年に、団塊世代が75歳以上に 「2025年問題」

【参考】65～74歳要介護(支援)認定率4.0％、75歳以上34％ （平成27年度末）

●１人暮らし世帯・高齢者のみ世帯増加

● 生活支援ニーズ拡大 ●サービス担い手不足

●介護保険給付費増大 ●介護予防必要性高まり

「地域包括ケアシステム」構築が重要課題に

• 介護が必要な状態になっても、高齢者が住み慣れた地域で、

自分ら しい暮らしを続けることができるよう、地域実情に合わ

せて「介護」 「予防」「医療」「住まい」「生活支援」を一体的に提

供する支援体制



いつまでも元気に暮らすために･･･

生活支援・介護予防

住まい

地域包括ケアシステムの姿

※ 地域包括ケアシステムは、おおむね

３０分以内に必要なサービスが提供さ

れる日常生活圏域（具体的には中学

校区）を単位として想定

■在宅系サービス：

・訪問介護 ・訪問看護 ・通所介護

・小規模多機能型居宅介護

・短期入所生活介護

・福祉用具

・24時間対応の訪問サービス

・複合型サービス

（小規模多機能型居宅介護＋訪問看護）等

・自宅

・サービス付き高齢者向け住宅等

相談業務やサービスの

コーディネートを行います。

■施設・居住系サービス

・介護老人福祉施設

・介護老人保健施設

・認知症共同生活介護

・特定施設入所者生活介護

等

日常の医療：

・かかりつけ医、有床診療所

・地域の連携病院

・歯科医療、薬局

老人クラブ・自治会・ボランティア・NPO 等

・地域包括支援センター

・ケアマネジャー

通院・入院

通所・入

所

病院：

急性期、回復期、慢性期

病気になったら･･･

医 療

介護が必要になったら･･･

介 護

■介護予防サービス

○ 団塊の世代が７５歳以上となる２０２５年を目途に、重度な要介護状態となっても住み慣れた地域で

自分らしい暮らしを人生の最後まで続けることができるよう、医療・介護・予防・住まい・生活支援が包

括的に確保される体制（地域包括ケアシステム）の構築を実現。

○ 今後、認知症高齢者の増加が見込まれることから、認知症高齢者の地域での生活を支えるためにも、

地域包括ケアシステムの構築が重要。

○ 人口が横ばいで７５歳以上人口が急増する大都市部、７５歳以上人口の増加は緩やかだが人口は

減少する町村部等、高齢化の進展状況には大きな地域差。

○ 地域包括ケアシステムは、保険者である市町村や都道府県が、地域の自主性や主体性に基づき、

地域の特性に応じて作り上げていくことが必要。

総合事業の部分



２ 羽咋市が実施するサービス事業に

ついて



事業の構成

介
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訪問型サービス

通所型サービス

現行相当型サービス

基準緩和型サービス

住民主体型サービス

短期集中型サービス

その他の生活

支援サービス

その他の生活

支援サービス

介護予防ｹｱﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ

一般介護予防事業



実施するサービス事業

• 現行予防給付に相当するサービス、現行基準・単価水準を維持し、実施。

• 訪問型・通所型ともに、市独自に基準を緩和したサービス（サービスＡ）を実施。

• 直営で短期集中型サービスＣとして実施予定。（秋頃）

• 住民主体支援活動に対する補助（通所サービスＢ）実施。（訪問サービスＢは徐々に）

• 訪問型サービスＤ（移動支援サービス）実施。

現行相当 サービスA
（基準緩和）

サービスB
（住民主体） サービスC

（短期集中）

サービスD

訪問型

◎

現行基準を

維持

◎

人員基準を緩和

△

地域の体制が整い

次第（H29年中）

〇

秋頃までに実

施予定

〇

地域の体制が

整った所から

通所型

◎

現行基準を

維持

◎

人員基準を緩和

〇

地域の体制が整っ

た所から

〇

秋頃までに実

施予定



下線は､法令により順守すべき事項

訪問型現行相当サービス(介護予防訪問介護相当) 訪問型サービスＡ(緩和基準) 訪問型サービスＢ(住民主体等)

人

員

①管理者　常勤･専従１人以上

※支障がない場合､他の職務､同一敷地内の他事業所等の職務に従事可

能。

②訪問介護員等　常勤換算２．５人以上

【資格要件：介護福祉士､介護職員初任者研修等修了者】

③サービス提供責任者　常勤の訪問介護員等のうち､利用者４０人に

１人以上

【資格要件：介護福祉士､実務研修修了者､3年以上介護等の業務に従

事した介護職員初任者研修等修了者】

※一部非常勤職員も可能。

①管理者　常勤･専従１人以上

※支障がない場合､他の職務､同一敷地内の他事業所等の職務に従事可

能。

②訪問介護員等　雇用者1人以上(支障がない場合は、兼務可能）その

他は、有償ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱの雇用可能。（最低賃金保障）

【資格要件：介護福祉士･介護職員初任者研修等修了者･一定の研修受

講者（市介護予防ｻﾎﾟｰﾀｰ養成講座修了者含む）､又は同一事業所におい

て３年以上の介護職の実務経験のある者】

③訪問事業責任者　従事者のうち１人以上必要数

【資格要件：従事者に同じ】

※有資格者は最低２人以上、それ以外は有償ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱでも可能

①責任者　１人以上

②従事者　必要数

【資格要件：なし】

※介護予防ボランティア養成講座終了者等研修を受けた人が望ましい

※コーデネーター1人設置（兼務可能）

設

備

①事業の運営に必要な広さを有する専用の区画

②必要な設備･備品

　（※現行の介護予防訪問介護と同じ）

①事業の運営に必要な広さを有するの区画（共有可）

②必要な設備･備品

　　（※現行の介護予防訪問介護と同じ）

①事業の運営に必要な広さを有する区画

②必要な設備･備品

運

営

①運営規程等の説明･同意

②提供拒否の禁止

③従事者の清潔の保持･健康状態の管理

④秘密保持等

⑤事故発生時の対応

⑥廃止･休止の届出と便宜の提供　等

①運営規程等（生活援助に限る）の説明･同意

②提供拒否の禁止

③従事者の清潔の保持･健康状態の管理

④秘密保持等

⑤事故発生時の対応

⑥廃止･休止の届出と便宜の提供　等

①従事者の清潔の保持･健康状態の管理

②秘密保持等

③事故発生時の対応

④廃止･休止の届出と便宜の提供　等

事務

⑦個別サービス計画の作成 ⑦必要に応じ、個別サービス計画の作成 ⑤簡略化した独自の統一様式（報告書と介護予防手帳活用）

①既利用者で給付サービスの継続利用が必要な人

②身体介護が必要な人

③退院直後等で状態が変化しやすく、観察や状態に応じた支援が必要

な人

④心疾患や呼吸器疾患等により日常生活に支障があり、専門的なサー

ビスが必要な人

⑤認知機能の低下が見込まれ、日常生活に支障を生じる可能性がある

人

⑥医療的ケアが必要な人

①身体介護までは必要ないが、家事等の生活援助が必要な人

※必ずしも専門的サービスが必要でない人

①独居高齢者や高齢者夫婦世帯などに対する地域における

見守りや生活支援が必要な人

ホームヘルパーの訪問による身体介護、生活援助

　1回45分～60分程度

　＊身体介護と生活援助の区分なし

　＊乗車や降車等の介助は利用不可

身体介護に加えて、訪問介護員による20分未満の生活援助等（短時

間）

(例)･シャワー入浴の見守り　･近隣の買い物同行

　  ･調理の下ごしらえ

生活援助等　1回４５分～６０分程度

(例)･調理､掃除等やその一部介助

　　 ･ゴミの分別やゴミ出し

　　 ･重い物の買い物代行や同行

従事者による２０分未満の生活援助等(短時間)

最高６０分まで

住民ボランティア､住民主体の自主活動として行う生活援助等

(例)･布団干し､階段の掃除

　　･買い物代行や調理､ゴミ出し

　　･電球の交換､代筆（契約関係は除く）

　　･話し相手、安否確認等

限度額管理対象・国保連で管理 限度額管理対象・国保連で管理 なし

国保連合会経由で審査・支払 国保連合会経由で審査・支払

前期・後期２回に分けて前払（半期報告書提出、年1回基本チェックリスト実施）

事業者指定 事業者指定 補助

平成２９年４月 平成２９年４月～ 平成２９年中　（体制が整い次第）

限度額管理

事業者への

支払い

実施方法

開始予定

サ

ー

ビ

ス

事

業

の

基

準

対象者

サービス

内容

訪問型サービス

※基準緩和型について既存事業所が同一施設内実施の場合、定員内であれば人員は兼務可



通所型サービス

※基準緩和型について既存事業所が同一施設内実施の場合、定員内であれば人員は兼務可

下線は､法令により順守すべき事項

通所型現行相当サービス(介護予防通所介護相当) 通所型サービスＡ(緩和基準) 通所型サービスＢ(住民主体等) 複合型サービス（サービスＢ）

人

員

①管理者　常勤･専従１人以上

※支障がない場合､他の職務､同一敷地内の他事業所等の職務に従

事可能

②生活相談員等　専従1以上(１以上は常勤)

③看護職員　　　専従1以上(１以上は常勤)

④介護職員　～１５人：専従１以上

　　　　　　１５人～：利用者１人につき専従０．２人以上

⑤機能訓練指導員 １以上

①管理者　専従１人以上

※支障がない場合､他の職務､同一敷地内の他事業所等の職務に従事可

能。

②従事者 ～１５人：専従１以上

　　　　 １５人～：利用者１人に必要数

※単独型の場合は、専従１以上必要

※一体型の場合は、支障がない場合で国の基準満たす場合、兼務可能

※有資格者は最低１人以上、それ以外は有償ボランティアでも可能

（市の介護予防サポーター修了者を含む）

①責任者　１人以上

②従事者　必要数

【資格要件：なし】

※介護予防ボランティア養成講座修了者等研修を受けた人が

望ましい

※コーデネーター１人設置（兼務可能）

①責任者　1人以上

②事業者専門職　1人以上

②従事者　必要数

【資格要件：なし】

※一定の養成講座等修了者が望ましい

※コーデネーター1人設置（兼務可能）

設

備

①食堂･機能訓練室(3㎡×利用定員以上)

②静養室･相談室･事務室

③消火設備その他の非常災害に必要な設備

④必要なその他の設備･備品

①サービス提供に必要な場所(３㎡×利用定員以上)

②必要な設備･備品

①事業の運営に必要な広さを有する区画

②必要な設備･備品

①事業の運営に必要な広さを有する区画

②必要な設備･備品

運

営

①運営規程等の説明･同意

②提供拒否の禁止

③従事者の清潔の保持･健康状態の管理

④秘密保持等

⑤事故発生時の対応

⑥廃止･休止の届出と便宜の提供　等

①運営規程等の説明･同意

②提供拒否の禁止

③従事者の清潔の保持･健康状態の管理

④秘密保持等

⑤事故発生時の対応

⑥廃止･休止の届出と便宜の提供　等

①従事者の清潔の保持･健康状態の管理

②秘密保持等

③事故発生時の対応

④廃止･休止の届出と便宜の提供　等

①従事者の清潔の保持･健康状態の管理

②秘密保持等

③事故発生時の対応

④廃止･休止の届出と便宜の提供　等

事務

⑦個別サービス計画の作成 ⑦必要に応じ、個別サービス計画の作成 ⑤簡略化した独自の統一様式（報告書と介護予防手帳活用） ⑤簡略化した独自の統一様式、介護予防手帳の活用

①既利用者で給付サービスの継続利用が必要な人

②食事・排泄・入浴・移動時等に状況確認や助言が必要な人

③退院直後等で状態が変化しやすく、観察や状態に応じた支援が

必要な人

④心疾患や呼吸器疾患等により、日常生活に支障があり専門的

サービスが必要な人

⑤認知機能の低下が見込まれ、日常生活に支障を生じる可能性が

ある人

⑥医療的ケアが必要な人

①身体機能や社会的機能の維持、向上が必要な人 ①独居高齢者や高齢者夫婦世帯などに対する地域における見

守りや生活支援が必要な人

※要支援者又は事業対象者が３割以上占めること

①独居高齢者や高齢者夫婦世帯などに対する地域におけ

る見守りや生活支援が必要な人

②社会的機能の維持、向上が必要な人

※サービスＡ型とＢ型併用

※要支援者又は事業対象者が３割以上占めること

通所介護と同様のサービス内容 ※送迎､入浴あり

　　1日　３～９時間

･生活機能の向上のための機能訓練

･身体機能の向上のための機能訓練

･調理や掃除､洗濯等の生活機能向上のためのトレーニング

高齢者の閉じこもり予防や自立支援に資する事業

      １日　概ね５時間以上

　   半日　概ね３時間以上

（例）･ミニデイサービス

　　　･運動､レクリエーション等活動

　　　・生活支援の援助

・入浴可能も見守り程度で介助なし、施設の考えで入浴料設定

住民主体による要支援者を中心とする自主的な通いの場

づくり

･体操､運動等の活動

･趣味活動等を通じた日中の居場所づくり

･定期的な交流会､サロン､会食　等

･週１回以上開催（1回概ね２時間以上）

※食事や送迎は必要に応じて

事業所

①住民主体による要支援者を中心とする自主

的な通いの場づくりの支援と企画運営補助

団体

②閉じこもり予防や自立支援向けた事業

･週１回以上開催（１回概ね２時間以上）

※食事や送迎は必要に応じて

限度額管理対象・国保連で管理 限度額管理対象・国保連で管理 なし なし

国保連合会経由で審査・支払 国保連合会経由で審査・支払

前期・後期２回に分けて前払（半期報告書提出、年１回基本

チェックリスト実施）

前期・後期２回に分けて前払（半期報告書提出、年１回

基本チェックリスト実施）

事業者指定 事業者指定/委託 補助 補助 (モデル地区３か所/年度）

平成２９年４月 平成２９年４月 平成２９年４月(体制が整った団体から） 平成２９年４月（体制が整い次第）

実施方法

開始予定

サ

ー

ビ

ス

事

業

の

基

準

サービス

内容

対象者

限度額管理

事業者への支

払い



短期集中型サービス

下線は､法令により順守すべき事項

訪問型サービスC 通所型サービスC 通所型サービスC第２案（事業所実施できるまで）

人

員

①従事者　必要数

理学療法士、作業療法士、保健師、歯科衛生士、管理栄養士等

①従事者　必要数

理学療法士、作業療法士、保健師、歯科衛生士、管理栄養士等

①従事者　必要数

理学療法士、作業療法士、保健師、歯科衛生士、管理栄養士等

設

備

①事業の運営に必要な広さを有する区画

②必要な設備･備品

①サービス提供に必要な場所(３㎡×利用定員以上)

②必要な設備･備品

①サービス提供に必要な場所を市で提供

②必要な設備･備品

運

営

①運営規程等（生活援助に限る）の説明･同意

②提供拒否の禁止

③従事者の清潔の保持･健康状態の管理

④秘密保持等

⑤事故発生時の対応

①運営規程等の説明･同意

②提供拒否の禁止

③従事者の清潔の保持･健康状態の管理

④秘密保持等

⑤事故発生時の対応

①運営規程等の説明･同意

②提供拒否の禁止

③従事者の清潔の保持･健康状態の管理

④秘密保持等

⑤事故発生時の対応

事務

⑦個別サービス計画の作成 ⑦個別サービス計画の作成 ⑦個別サービス計画の作成

○体力の改善に向けた支援が必要な人で屋内歩行が不安定な人

○健康管理の維持・改善が必要な人

○閉じこもりに対する支援が必要な人

○日常生活動作（ＡＤＬ）や手段的日常生活活動（ＩＡＤＬ）の

改善に向けた支援が必要な人

①体力の改善に向けた支援が必要な人

②ＡＤＬやＩＡＤＬの改善に向けた支援が必要な人

③疾病等による健康管理の維持、改善が必要な人

※改善意欲が高い人

①体力の改善に向けた支援が必要な人

②ＡＤＬやＩＡＤＬの改善に向けた支援が必要な人

③疾病等による健康管理の維持、改善が必要な人

※改善意欲が高い人

○筋力体力維持のために自宅で、できるプログラムを作成し、実

施方法等の助言・指導

○日常生活動作の機能向上及び維持のための助言・指導

○栄養管理に関する指導等

○口腔内の清掃、摂食、嚥下機能に関する指導

※３～６か月の短期で実施

　1回あたり６０分程度

〇生活機能維持、向上のために

・運動器機能向上プログラム

（ストレッチ、有酸素運動、簡易な器具を用いた運動）

・栄養改善プログラム

・口腔機能向上プログラム

（個別プログラム）

※３～６か月の短期で実施　　1回　９０分以上、送迎あり

〇生活機能維持、向上のために

・運動器機能向上プログラム

（ストレッチ、有酸素運動、簡易な器具を用いた運動）

・栄養改善プログラム

・口腔機能向上プログラム

（個別プログラム）

※３～６か月の短期で実施　　必要あれば訪問もセットで

　1回　９０分以上、送迎は他事業所に委託

なし なし なし

報告書を基に支払 報告書を基に支払 派遣事業所に毎月支払い

直営/委託 委託 直営

平成２９年中 検討中（Ｈ３０年～） 平成２９年中（できれば秋までに）開始予定

実施方法

サ

ー

ビ

ス

事

業

の

基

準

対象者

サービス

内容

限度額管理

事業者への

支払い



訪問型サービスＤ

種別 訪問型サービスＤ

内　容

通所型サービスＢ、通所型サービスＣ、訪問型Ｂにおいて、その送迎を別主

体で実施する

①通所型サービスＢ、通所型サービスＣ、訪問型サービスＢの利用者

②要支援、事業対象者で、買い物や通院支援が必要とする方

③ケアマネジメントの結果、送迎が必要とする方

　（例　家族の協力得られない、アセスメントで必要性判断有　等）

　　　　上記全ての要件を満たす人

対象経費

移送前後の生活支援であり、移送に関する直接経費は対象とならず、間接

経費のみが対象となる。

実施方法 間接経費の補助

提供者 福祉有償運送登録事業者、社会福祉法人、タクシー事業者

送迎車両 受託者の所有車両

利用者負担 受託者団体の判断で料金設定可

対象者
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報告書類関係

住民主体型通所・訪問サービスB利用者名簿
○月分

利用者名

要支援

１・２

事業対

象者

一般高

齢者

要介護

認定者

△月△日（月） △月△日（木） △月△日（月） △月△日（木） △月△日（月） △月△日（木） △月△日（月） △月△日（木）

○○　○○ ○

○○　○○ ○

○○　○○ ○

○○　○○ ○

○○　○○ ○

○○　○○ ○



報告書類関係

基本チェックリスト



支給限度額・利用者負担割合について

• 総合事業サービス分と、予防給付サービス分を合わせて給付管理が行われる。

支給限度額、下記の通り。

• 利用者負担割合は、予防給付と同じ、 １割負担、また２割負担（一定以上所得

者）

支給限度額 備 考

要支援１ ５，００３単位／月

要支援２ １０，４７３単位／月

事業対象者 ５，００３単位／月

要支援１の限度額を原則とするが、利用者状況から特に要支援１

限度額を超える量サービスが必要とされた場合には、要支援２限

度額まで範囲で利用を可とする。

（地域包括支援センターと相談）



３ 必要となる事務について３ 必要となる事務について



円滑な移行に向けて円滑な移行に向けて

• 総合事業開始日の前日（＝平成２９年３月３１日）において要支援認定を受けて

いる利用者については、認定期間満了日まで予防給付のサービスを利用するこ

とが可能。要支援認定の有効期間は最長１年なので、総合事業開始から１年で

全ての要支援者が総合事業に移行する。

要介護認定有効期限→ 総合事業のサービス

予防給付

4/1以降の新規相談→ 総合事業のサービス

Ｈ２９．３．３１

以前からの

継続者

5/1 6/1 7/14/1



総合事業のサービス提供にあたり必要なもの

■作成・変更等が必要なもの

運営規程、契約書、重要事項説明書、料金表等

• 運営規程については、事業者が当該事業を開始する時期（みなし

指定事業所については、平成３０年３月１日）までに作成・変更して

ください。

• 契約書、重要事項説明書、料金表等、利用者個人と取り交わすも

のについては、当該利用者が総合事業のサービスを開始するとき

に合わせて作成・変更してください。

• 総合事業は市町村ごとに実施するため、他市の被保険者にサー

ビスを提供する場合は、当該他市の状況を確認してください。

市によってサービス名称やサービス内容、サービス単価が異なる

場合があるので、運営規程等を作成する際は注意が必要となりま

す。



総合事業のサービス提供にあたり必要なもの

■運営規程

介護予防・日常生活支援総合事業第１号事

業を実施する場合、運営規程の作成が必要で

す。

なお、既存の訪問介護又は通所介護の運営規

程を変更した場合は、変更届が必要です。



総合事業のサービス提供にあたり必要なもの

■契約書および重要事項説明書

新たに作成し取り交わす方法のほか、変更点等

を記載した書類を作成して、双方で確認（押印等）

する方法も考えられます。

■ 料金表

契約書や重要事項説明書に記載のある料金表

のほか、事業所内に掲示している料金表がある

場合など、料金表の変更等が必要となります。



総合事業開始に伴う定款変更について

総合事業を実施する事業所を運営する各法人にお

かれましては、事業の根拠として定款への記載が必

要となる場合がありますので、必要な手続きをお願

いします。

総合事業の記載に伴う定款の変更による変更届出

書の提出は不要です。

対象

総合事業を実施する事業所（みなし指定を含む）を

運営する法人



定款の記載例

「介護保険法に基づく介護予防・日常生活支援総合事業」

又は

「介護保険法に基づく第一号訪問事業」「介護保険法に基づく第一号通所

事業」 等

（みなし指定事業所については、平成３０年３月１日までに作成・変更してく

ださい。）

現在定款中に下記の文言が記載されている場合は総合事業の内容も含

まれることになりますので、今回の総合事業の開始に伴い新たに定款の変

更は不要です。

「老人居宅介護等事業」⇒「第一号訪問事業」を含む

「老人デイサービス事業」又は「老人デイサービスセンター」⇒「第一号通所

事業」を含む

なお、社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人におかれましては

定款変更の前にそれぞれの所管部署に必ず確認いただきますようお願い

いたします。



みなし指定について

平成27年3月31日において「介護予防訪問介護」及び「介護予防

通所介護」の指定を受けていた事業者について、平成27年４月１日

から平成30年３月31日までの３年間、総合事業の「みなし指定」を

行った。（希望しない旨の申出があった事業所を除く。）

→移行時に、総合事業の指定申請をしなくても、現行予防給付相当

の訪問型／通所サービス（みなしサービス）が提供可能。

（みなし指定は全国で有効となるので、他市被保険者に対しても

現行相当サービスが提供可能。）

→サービスコードは、Ａ１・Ａ５（全国共通）。

平成27年4月1日以降に新規に介護予防訪問介護・介護予防通所介

護の指定を受けた事業所は、総合事業の現行相当サービスを提供す

るためには、新規に指定申請を行う必要あり。

→サービスコードは、Ａ２・Ａ６（コード表は、羽咋市が作成）



総合事業の指定について

（１）現行相当サービス

●指定申請不要

みなし指定を受けている事業所

（平成２７年３月３１日時点で介護予防訪問介護又は介護予防通所介護

の指定を受けていた事業所。平成２７年４月１日付で指定通知を送付済）

● 指定申請が必要

みなし指定を受けていない事業所

（平成２７年４月１日から指定を受けた事業所又はみなし指定を辞退した

事業所）

（２）緩和した基準によるサービス

● 指定申請が必要

実施を希望する全ての事業所



総合事業の指定申請について

毎月１日～１５日（１５日が閉庁日の場合は前倒しになります。）に

申請を受け付け、翌月１日の指定となります。

（１）介護予防訪問型サービス・介護予防通所型サービス

（現行相当サービス）

平成２９年４月１日から事業を開始する場合

受付期間→ 平成２９年３月１日（水）～平成２９年３月１５日（水）

（２）介護予防生活支援サービス（緩和した基準によるサービス）

平成２９年４月１日から事業を開始する場合

受付期間→ 平成２９年３月１日（水）～平成２８年３月１５日（水）



今後の予定

２月下旬～

・指定申請書類

・コード表

・複合型サービス申請書類等

・運営規定変更例

・重要事項説明書、契約書変更例 など

順次ホームページで公表


